
令
和
五
年
度

入
学
者
選
抜
学
力
検
査
問
題

経
済
学
部

（
後
期
日
程
）

小
論
文

注
意
事
項

●
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

●
問
題
冊
子
は
十
五
ペ
ー
ジ
で
す
。
問
題
冊
子
の
ほ
か
、
解
答
用
紙
が
四
枚
、
下
書
用
紙
が
一
枚
あ
り
ま
す
。

●
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
枚
数
の
過
不
足
や
汚
れ

等
に
気
が
つ
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
試
験
開
始
後
、
す
べ
て
の
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
、
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
解
答
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
題
冊
子
の
余
白
は
適
宜
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
、
下
書
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。



－1－ 

設
問
一

次
の
文
章
は
谷
本
圭
子
、
坂
東
俊
矢
、
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
『
こ
れ
か
ら
の
消
費
者
法 

―
―
社

会
と
未
来
を
つ
な
ぐ
消
費
者
教
育
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
二
〇
年
）
の
一
部
で
あ
る
（
た
だ
し
、
省
略
も
し
く
は

加
筆
な
ど
一
部
表
記
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
脚
注
は
省
略
し
た
）。
こ
の
文
章
を
読
み
、
問
一
、
問
二

に
答
え
な
さ
い
。

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－2－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－3－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－4－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－5－ 

問
一 

「
消
費
者
市
民
」
と
い
う
考
え
方
が
必
要
に
な
っ
た
理
由
を
説
明
し
た
上
で
、
「
消
費
者
市
民
」
と
し
て

望
ま
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
行
動
か
、
二
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
・
・
全
体
の
一
五
％
）

問
二 

あ
な
た
が
消
費
者
市
民
と
し
て
望
ま
し
い
と
考
え
る
行
動
の
例
を
挙
げ
、
そ
の
行
動
が
な
ぜ
消
費
者
市
民

と
し
て
望
ま
し
い
行
動
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
を
、
五
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
・
・
全
体
の
三
五
％
）



－6－ 

設
問
二

次
の
文
章
は
伊
藤
公
一
朗
『
デ
ー
タ
分
析
の
力 

因
果
関
係
に
迫
る
思
考
法
』
光
文
社
新
書
（
二
〇
一
七
年
）

の
一
部
で
あ
る
（
た
だ
し
、
省
略
も
し
く
は
加
筆
な
ど
一
部
表
記
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
脚
注
は
省

略
し
た
）。
こ
の
文
章
を
読
み
、
問
一
、
問
二
に
答
え
な
さ
い
。

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－7－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－8－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－9－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－10－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－11－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－12－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－13－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－14－ 

山口大学
テキストボックス
著作権保護の観点から問題文は掲載していません



－15－ 

問
一 

北
九
州
市
で
の
実
証
実
験
に
お
い
て
、
参
加
し
た
消
費
者
は
「
北
九
州
市
に
住
み
、
こ
の
実
証
実
験
に
参

加
し
た
い
と
申
し
出
た
世
帯
」
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
参
加
者
を
選
ん
だ
場
合
、
実
験
結
果
を
日
本
全
体
の

消
費
者
の
行
動
と
解
釈
す
る
時
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
、
二
〇
〇
字
以
内
で
答

え
な
さ
い
。

（
配
点
・
・
全
体
の
一
五
％
）

問
二 

電
力
不
足
が
予
測
さ
れ
る
場
合
、
消
費
者
に
節
電
を
促
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
ま
す
。
節
電
を
促
す

手
段
と
し
て
、
本
文
の
「
節
電
要
請
」
と
「
価
格
政
策
」
以
外
で
、
あ
な
た
の
考
え
る
手
段
を
述
べ
な
さ
い
。

ま
た
そ
の
手
段
の
短
期
的
・
長
期
的
な
効
果
を
検
証
す
る
方
法
に
つ
い
て
本
文
の
実
験
を
参
考
に
説
明
し
、

最
後
に
そ
の
効
果
が
「
節
電
要
請
」
と
「
価
格
政
策
」
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
な
る
か
予
想
し
て
、
五
〇
〇

字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
・
・
全
体
の
三
五
％
）






